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平成１６年７月２８日の内閣総理大臣からの諮問を受け、男女共同参画会議では、

政府が男女共同参画基本計画を策定する際の基本的考え方の検討を開始する。 
男女共同参画社会の実現は、男女共同参画社会基本法の前文に規定されているよう

に２１世紀の我が国の最重要課題であり、総合的な構造改革を進める上で極めて重要
な位置を占めるものである。また、少子化対応や、男女がお互いにその人権を尊重し
つつ生涯にわたって安心して暮らすためにも不可欠である。 
しかしながら、女性の社会進出度を国連が毎年発表しているジェンダー・エンパワ

ーメント指数（ＧＥＭ）で見ても我が国は 78 カ国中 38 位に止まっており、男女共同
参画社会の実現に向けた取組をより一層進める必要がある。 
このような最重要施策の推進において根幹となる新たな男女共同参画基本計画は、

現行計画策定後の新たな経済社会情勢の変化に対応するとともに、これまでの参画会
議決定や関連提言の内容を基本計画に位置付け、施策の前進を図るものでなければな
らない。また、より実効性が上がるようなものでなければならない。そのため、達成
目標や実施期間について可能な限り定量的に記述するとともに、内閣府及び関係省庁
において評価や影響調査を行うことなど、施策の遂行を担保する方策について検討す
る必要がある。 
また、基本的考え方の検討に当たっては、特に、以下のような論点を踏まえる必要

があると考える。 
 
（女性のチャレンジ支援の推進） 
１．男女共同参画社会へのあゆみが緩やかである現状を踏まえ、ポジティブ・アクシ
ョンを、その前提としての女性の人材開発を含め強力に推進する必要がある。この
ため、女性のチャレンジ支援策の充実・強化を図り、社会のあらゆる分野において、
「指導的地位に女性が占める割合が２０２０年までに少なくとも３０％程度にな
るよう期待」するという閣議決定の着実な達成を図る。 

 
（ジェンダーに敏感な視点の定着） 
２．男女の人権が尊重され、男女共同参画に関する理解を深め、社会的・文化的に形
成された性別（ジェンダー）に敏感な視点を定着させることが、１１の重点目標の
各分野及び他の政策の推進において重要な基盤となることについて、基本的考え方
として明確にする。なお、ジェンダーに関しては誤った認識が見られるが、これに
ついて是正に努める。 

 



（新たな分野への取組） 
３．現行計画の１１の重点目標に限らず、関連するあらゆる施策に男女共同参画の視
点を持って取り組むことが重要である。特に、女性研究者の登用の促進や、観光、
まちづくり、地域おこし、環境対策、科学技術分野の政策決定過程への女性の参画
の促進等については重点的に取り組む必要があり、それらについて明確に記述する。 

 
（パート等の均等待遇の確保と働き方の見直し） 
４．パートを始め多様な就業形態の労働者が増加しているが、これらの者に対する均

等待遇を確保する必要がある。このことは、男女ともに働き方を希望に応じて選ぶ
ことを可能にし、ひいては持続可能な社会保障制度の構築にもつながる。また、少
子化対応ともなり得るよう、労働時間の短縮を図るなど働き方の見直しを進める。 

 
（様々なネットワークづくりの推進） 
５．多様な価値観の下、個性を生かしつつ共に生きることが出来る男女共同参画社会
の実現に向けて、地域活動、ＮＰＯ活動等のネットワークや、個々人の生き方を支
援する社会の安全網としてのサポートシステム等、様々なネットワークを構築する
ことが重要であり、このようなネットワークづくりを推進する。 

 
 


